
第１節

障害のある人の住みよいまちづ
くりと安全・安心のための施策

１．住宅のバリアフリー化の推進

（１） 設計、設備の面で障害のある人に配慮
した住宅の供給

ア　公共賃貸住宅のバリアフリー化の推進
　新設されるすべての公営住宅、都市再生機
構賃貸住宅、改良住宅及び公社賃貸住宅につ
いて、原則として障害のある人の心身の特性
に応じた設備等の設置に配慮し、バリアフ
リーを標準仕様としている。また、既設のも
のについても、建替えや改善を行うことによ
りバリアフリー化を進めている。
　なお、障害のある人向けの公営住宅の建設
に当たっては、規模の大きなものや特別の設
備を設置するものに対しては、工事費に係る
助成の限度額を特例的に引き上げている。

イ　 障害のある人等の利用に配慮した住宅ス
トックの形成の推進

　障害のある人等の利用に配慮した住宅ス
トックを形成するため、「高齢者が居住する
住宅の設計に係る指針」により、身体機能が
低下した場合にも住み続けられるような住宅
の設計上の配慮事項を示している。
　独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支
援事業におけるフラット35Ｓでは、バリアフ
リー性等が優れた住宅について、融資金利の
引下げを行っている。

（２）住宅リフォーム

　障害のある人等が安心して快適に自立した
生活を送ることのできる環境の整備を促進
し、障害のある人等の居住の安定の確保を図

るため、障害のある人等が居住する住宅につ
いて、一定のバリアフリー改修工事を行った
場合に、所得税額や固定資産税額を軽減する
特例措置を設けている。
　平成26年度予算により実施した長期優良住
宅化リフォーム推進事業において、住宅の長
期優良化に資するリフォームと併せて行うバ
リアフリーリフォームについても支援を行
い、住宅のバリアフリー化を促進した。
　既存住宅ストックを障害のある人の生活や
家族の介護に配慮した住みやすいものへと改
修することが可能となるよう、公益財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援センターにお
いて、高齢化対応住宅リフォーム及び介護保
険における住宅改修に関するテキストを作成
し、増改築相談員の研修カリキュラムに盛り
込んでいる。
　住宅リフォームを行うに当たっては、住宅
分野と保健福祉分野の連携による適切な相談
体制の確立が必要である。このため、関係省
庁間の密接な連携の下、国及び地方公共団体
において、障害のある人が住みやすい住宅増
改築、介護機器についての相談体制を整備し
ている。

２． ユニバーサルデザインの考え方
を踏まえたバリアフリー施策の
推進

　「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」
というユニバーサルデザインの考え方を踏ま
えた、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律（バリアフリー法）」に
基づき、施設等（旅客施設、車両等、道路、
路外駐車場、都市公園、建築物等）の新設等
の際の「移動等円滑化基準」への適合義務、
既存の施設等に対する適合努力義務を定める
とともに、「移動等円滑化の促進に関する基
本方針」において、平成32年度末までの整備
目標を定めている。交通政策基本法（平成25
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年法律第92号）に基づく交通政策基本計画（平
成27年２月閣議決定）においても、バリアフ
リーをより一層身近なものにすることを目標
の１つとして掲げており、これらを踏まえな

がらバリアフリー化の推進を図っている。
　また、市町村が作成する基本構想に基づき、
重点整備地区において重点的かつ一体的なバ
リアフリー化を推進しているとともに、バリ

資料：国土交通省

■図表６-2　重点整備地区イメージ図

■図表６-1　 障害のある人を含む障害世帯向け住宅建設戸数（公営住宅、都市再生機構賃貸
住宅）

 注１： 都市再生機構（旧公団）賃貸住宅の優遇措置戸数には、高齢者及び高齢者を含む世帯等に対する優遇措置戸
数を含む。

　２： 優遇措置の内容としては、当選率を一般の20倍（平成20年８月以前は10倍）としている。
資料：国土交通省

年　度 公営住宅建設戸数 都市再生機構（旧公団）賃貸住宅の優遇措置戸数
平成16年 132 2,157
平成17年 128 1,282
平成18年 107 1,663
平成19年  66   686
平成20年  70   537
平成21年 102   674
平成22年  97   387
平成23年  83   144
平成24年  36   213
平成25年  45   103
平成26年  59    67
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アフリー化の促進に関する国民の理解を深め
協力を求める「心のバリアフリー」を推進す
るため、高齢者、障害者等の介助体験や疑似
体験を行う「バリアフリー教室」等を開催し
ているほか、バリアフリー施策のスパイラル
アップ（段階的・継続的な発展）を図っている。

（１） 公共交通施設や建築物等のバリアフリー
化の推進

　「バリアフリー法」では、公共交通機関・
建築物・道路・路外駐車場・都市公園につい
て、バリアフリー化基準に適合するように求
め、高齢者や障害のある人などが日常生活や
社会生活において利用する施設の整備の促進
によって、生活空間におけるバリアフリー化
を進めることとしている。
　なお、公共交通機関には、鉄軌道、バス、
福祉タクシー、旅客船、航空機が含まれ、こ
れらの車両等を新たに導入する際には、基準
に適合させることとしている。

（２） 地域における重点的・一体的なバリア
フリー化の推進

　市町村は、移動等の円滑化を図ることが必
要な一定の地区を重点整備地区とし、移動等
の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推
進に関する基本構想を作成することができる。
　基本構想の作成にあたっては、利用者の視
点を反映するよう、以下の制度を設けている。

ア　協議会制度
　基本構想の作成の際、高齢者や障害のある
人などの計画段階からの参加の促進を図るた
め、作成に関する協議等を行う協議会制度を
法律に位置づけている。この協議会は、特定
事業の実施主体はもとより、高齢者や障害の
ある人、学識経験者その他市町村が必要と認
める者で構成される。
　加えて、バリアフリー化の対象となる事業

の実施主体は、市町村から通知を受けた場合
に、正当な理由がある場合を除き、必ず協議
会に参加することとしており、協議の場の設
定を法的に担保することで、調整プロセスの
促進を図ることとしている。

イ　基本構想作成提案制度
　基本構想を策定する市町村の取組を促す観
点から、基本構想の内容を、高齢者や障害の
ある人などが市町村に対し具体的に提案でき
る提案制度を設けている。

（３）心のバリアフリー等の推進

ア　「心のバリアフリー」の促進
　「バリアフリー法」では、バリアフリー化
の促進に関する国民の理解を深め、バリアフ
リー化の実施に関する国民の協力を求める、
いわゆる「心のバリアフリー」を深めていく
ことを国の責務として定めるとともに、高齢
者や障害のある人などが円滑に移動し施設を
利用できるようにすることへの協力だけでは
なく、高齢者や障害のある人などの自立した
日常生活や社会生活を確保することの重要性
についての理解を深めることが、国民の責務
として定められている。

イ　「スパイラルアップ」の導入等
　高齢化やユニバーサルデザインの考え方が
進展する中、バリアフリー化を進めるために
は、具体的な施策や措置の内容について、施
策に関係する当事者の参加の下、検証し、そ
の結果に基づいて新たな施策や措置を講じる
ことによって段階的・継続的な発展を図って
いく「スパイラルアップ」の考え方が重要で
あり、「バリアフリー法」では、これを国の
果たすべき責務として位置づけている。
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